
岩倉市検診等費用徴収要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、生活習慣病の早期発見及び早期治療による市民の健康

保持向上のため、市が実施する各種検診等に要する費用の一部（以下「費

用」という。）を徴収するために必要な事項を定めるものとする。  

 （検診等の種類等） 

第２条 費用を徴収する検診等の種類及び実施方法は、別表のとおりとする。 

（対象者） 

第３条 検診等を受けることのできる者（以下「対象者」という。）は、住民

基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づき市の住民基本台帳

に記載されている者で、次の各号に掲げる検診等の区分に応じ、当該各号

に掲げる者（検診等を受診する日の属する年度の末日において当該各号の

年齢に達する者を含む。）とする。 

 (1) 胃がん検診（胃部エックス線検査） ３０歳以上の者 

 (2) 胃がん検診（胃内視鏡検査） ５０歳以上の者 

 (3) 子宮頸
けい

がん検診 ２０歳以上の女性 

 (4) 肺がん検診（喀痰
かくたん

細胞診） ４０歳以上の者 

 (5) 肺がん・結核検診（胸部エックス線検査） ４０歳以上の者 

 (6) 乳がん検診（超音波検査（エコー）） ３０歳以上の女性 

 (7) 乳がん検診（乳房エックス線検査（マンモグラフィ）） ４０歳以上の

女性 

 (8) 大腸がん検診 ３０歳以上の者 

 (9) 前立腺がん検診 ５０歳以上の男性 

 (10) 骨粗しょう症検診 １８歳以上の女性 

 (11) 健康診査 ２０歳以上４０歳未満の者 

（受診回数） 

第４条 検診等を受けることのできる回数は、次のとおりとする。 

(1) 前条各号に規定する検診等のうち、次号に掲げる検診以外のもの １

年度につき１回 

(2) 胃がん検診（胃内視鏡検査）、子宮頸がん検診及び乳がん検診（乳房エ



ックス線検査（マンモグラフィ）） ２年度につき１回 

２ 胃がん検診（胃部エックス線検査）及び胃がん検診（胃内視鏡検査）並  

 びに乳がん検診（超音波検査（エコー））及び乳がん検診（乳房エックス線  

 検査（マンモグラフィ））は、当該年度においてそれぞれいずれか一方の検 

 診しか受診することができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、前年度に胃がん検診（胃内視鏡検査）を受  

 診した者は、当該年度において胃がん検診（胃部エックス線検査）を受診 

 することができない。 

４ 前年度に第１項第２号の検診を受診した者のうち、岩倉市新たなステー 

 ジに入ったがん検診の総合支援事業実施要鋼（平成２７年５月１１日施行） 

 第３条第１項の規定に該当する者は、第１項第２号の規定にかかわらず、 

 同号に掲げる検診を当該年度も受診することができる。 

 （費用の納付及び額） 

第５条 対象者は、第３条各号に掲げる検診等を受けるときは、別表に定め

る費用を納付しなければならない。 

 （費用の徴収） 

第６条 費用は、検診等の申込時又は検診等を実施するときに徴収する。 

（費用の免除申請等） 

第７条 市長は、対象者のうち次の各号のいずれかに該当すると認めるとき 

 は、第５条の規定にかかわらず、申請によりその費用を免除することがで 

 きる。  

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による被保護世帯に

属する者 

(2) 市民税非課税世帯に属する者 

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）

の規定による支援給付世帯に属する者 

２ 費用の免除を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、検診等を

受ける前に岩倉市検診等費用免除申請書（様式第１。以下「免除申請書」

という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。た

だし、申請者の同意を得て市で確認が可能な場合は、書類の添付を省略す

ることができる。 

(1) 生活保護受給証明書又は市民税非課税証明書 



(2) 住所地を証明する書類 

３ 市長は、申請者が第１項各号に掲げる者に該当すると認めるときは、速

やかに岩倉市検診等費用免除券（様式第２。以下「免除券」という。）を交

付するものとする。ただし、岩倉市保健センターで実施する検診等につい

ては、免除券の交付を省略することができる。 

４ 前２項の規定にかかわらず、市長は、免除申請書を提出する前に検診等

を受けた者が、岩倉市検診等費用償還払申請書（様式第３）を提出したと

きは、費用を免除するものとする。 

 （費用の還付） 

第８条 前条第４項に規定する場合を除き、既に徴収した費用については、

還付しない。ただし、対象者が受診できなかったときは、市長は、還付請

求書（様式第４）により費用の全部又は一部を還付するものとする。 

 （雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、昭和５８年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６０年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６０年９月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６３年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則                  

 この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則                  

 この要綱は、平成８年４月５日から施行する。 

   附 則                  

 この要綱は、平成９年４月１１日から施行する。 

   附 則                   

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則                   

 この要綱は、平成１１年５月６日から施行する。 

   附 則                   

 この要綱は、平成１３年５月２日から施行する。 

   附 則                   

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則                   

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則                   

 この要綱は、平成１６年７月１５日から施行する。 

附 則                   

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則                   

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第３条の改正規

定は、平成２４年７月９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条、第５条関係） 

検診等の種類 実施方法 費用の額 

胃がん検診 胃部エックス線検査 集団検診 １，３００円 

個別検診 ２，５００円 

胃内視鏡検査 個別検診 ３，５００円 

子宮頸がん検診 集団検診 １，３００円 

 個別検診 １，５００円 

肺がん検診 喀痰細胞診 集団検診 ６００円 

肺がん・結核検診 胸部エックス線検査 集団検診 ４００円 

個別検診 １，０００円 

乳がん検診 超音波検査（エコー） 集団検診 ７５０円 

 乳房エックス線検査 

（マンモグラフィ） 

集団検診 １，１００円 

個別検診 １，５００円 

大腸がん検診 集団検診 ５５０円 

個別検診 ６００円 

前立腺がん検診 集団検診 ３５０円 

個別検診 １，１００円 

骨粗しょう症検診 集団検診 ５５０円 

骨粗しょう症検診（セット検診として受診し

たとき） 

集団検診 ５００円 

健康診査 集団検診 ２，６００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１（第７条関係） 

 

岩倉市検診等費用免除申請書 

 

  年  月  日 

 

   岩倉市長       殿 

  

 

             申  請  者 

                住  所 
 

                氏  名           （続柄   ） 
 

               電話番号 

 

岩倉市検診等費用徴収要綱第７条第２項の規定に基づき、下記のとおり申請し

ます。 

 

記 
 

検診等を受ける者の

氏名 
生 年 月 日 検 診 等 名 免 除 理 由 

  年  月  日 

 生活保護 

 
市民税非課税 

 
中国残留邦人 

   

 

 

 

 年  月  日 

 生活保護 

 
市民税非課税 

 
中国残留邦人 

 

 

 

 

 

              同  意  書 

  岩倉市検診等費用徴収要綱第３条及び第７条に該当していることを確認す

るため、検診等を受ける者及びその世帯の課税状況並びに住民基本台帳等の調

査、照会及び閲覧について同意します。  

申請者氏名                

                                    



様式第２（第７条関係） 

岩倉市検診等費用免除券 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           岩 倉 市 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検 診 等 名  

交 付 年 月 日 年  月  日 

受 診 者 氏 名         

生  年  月  日      年  月  日 

住     所  

免   除   額  

有 効 期 限    年  月  日 



様式第３（第７条関係） 

 

岩倉市検診等費用償還払申請書 

 

  年  月  日 

 

   岩倉市長       殿 

  

            申  請  者（請求者） 

               住  所 
 

                氏  名            （続柄    ）  
 

              電話番号 

 

岩倉市検診等費用徴収要綱第７条第４項の規定に基づき、下記のとおり申請し

ます。 
 

記 
 
検診等を受け

た者の氏名 
生 年 月 日 検 診 等 名 自己負担額 免 除 理 由 

 

年  月  日 

 円 生活保護       

市民税非課税 

中国残留邦人 

 円 

 円 

 

年  月  日 

   円 生活保護       

市民税非課税 

中国残留邦人 

 円 

 円 

上記のとおり請求します。 
 

振込先金融機関名 預 金 種 類 口 座 番 号 口 座 名 義 

支店 
  （ フ リ ガ ナ ） 

※ 添付書類 ・検診等に係る領収書 

              同  意  書 

  岩倉市検診等費用徴収要綱第３条及び第７条に該当していることを確認す

るため、検診等を受ける者及びその世帯の課税状況並びに住民基本台帳等の調

査、照会及び閲覧について同意します。  

申請者氏名                 

                                    



様式第４（第８条関係） 

還  付  請  求  書 

還 付 請 求 金 額                         

申込み検診等名            

申 込 み 受 診 月               

受診申込み者名  

還 付 請 求 理 由  

 上記の金額を請求します。 

 

     年  月  日 

 

  岩倉市長         殿 

 

             請求者 住所 
                 

氏名                      
 
                  電話番号 

 上記のとおり振り込んでください。 

    年  月  日 

氏 名            

 会 計 管 理 者 殿 

振込先金融機関名 預金種類 口  座  番  号 口  座  名  義 

 

支店 

          

（ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ） 

 

 


